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3.1 本章の目的と事例選定理由

3.1.1 本章の目的

　1.2.2 において、本研究では、既存の文化財の保護手法における分析をおこない、

長所と短所を導き出した。特に、文化財保護法による保護と博物館による保護の分

析からは、保存と活用が結びついていないことが課題として挙がった。つまり、指

定文化財にしても、博物館の資料にしても、本来は住民たちの地域や生活の中で生

み出され、継承されてきたにもかかわらず、価値付けを専門家がおこなうことで、

一気に高嶺の花となり、安易に触ってはいけない、遠い存在となってしまうのであ

る。もちろん、国・県・市がお金をかけて手厚く保存していくような重要な文化財

や資料は、継承していくお金が用意されており、それで良いのかもしれないが、本

研究で扱う文化資源はそういったものからこぼれ落ちたものも含まれており、地域

の中で保護していく術がなければ、継承されていかない。そのため、継承していく

住民たちが身の回りにある文化資源を身近に感じ、愛着を持つことは重要なことと

考えられる。愛着あるものに対しては、誰しも無くなってほしくないと思うであろう。

そうした愛着は、自らが発見すること、活用すること、といった主体性によって生

み出されるものだと考える。しかし実際は、そのように生み出された住民の愛着だ

けでは継承は難しく、それを支援するインフラ整備や広報といった行政が得意とす

ることと結びつくことで、より現実的に地域内で文化資源を継承していくことがで

きると考える。

　このように、可能な限り地域内で文化資源の保護をおこなっていくという共通の

目的に基づき、住民の保護活動と行政のインフラ整備、広報、まちづくりに関連す

る諸計画（例えば、景観法や都市計画法等）とが結びつくような、文化資源保護を

総合的に考えていく必要があると考える。序章でも述べたが、ここで言う保護とは、
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文化資源の保護と活用を意味する。そのような背景から、本研究では、そうした文

化資源保護の総合マネジメントの概念として、1.2.3 において「文化資源マネジメン

トモデル」を提案している。

　よって本章では、萩まちじゅう博物館を事例とし、こうした文化財保護の本来の

姿ともいえる「文化資源マネジメントモデル」が本当に必要なのかを検証していく。

3.1.2 萩市の事例選定理由

　山口県萩市は、1.2.3 の文化資源マネジメントを成り立たせる 2 つの条件である、

条件 1) 文化遺産が 1 つ以上あり、それを証拠付ける文化資源が不足なく存在するこ
と、条件 2) 文化資源を継承していきたいという意思がある地域であること、が整っ

ている地域であり、2.1 で詳述したように、文化資源・文化遺産概念による資産の把

握を行い、まちづくりに生かしている地域である。

　萩市ではこうした「文化資源・文化遺産」を「おたから・都市遺産」と呼んでい

るが、これらを活用し、萩市を屋根のない博物館にしようという取り組みがおこな

われている。現段階では行政主導ではあるが、行政・市民・民間事業者が一丸となっ

て、萩の歴史や文化をベースにした、おたから・都市遺産を生かしたまちづくりを行っ

ている地である。そうした 2 つの条件が整っている地域であることから、本章では、

萩市を事例に選定した。
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3.2　萩市における文化資源マネジメント「萩まちじゅう博物館」

3.2.1 萩市における「萩まちじゅう博物館」概念の登場背景

　萩市では、2.1 で示した梶本の調査（1994）で得られた重要な知見を市民や関係

者に周知するため、1999 年、教育委員会は浜崎地区の重伝建選定を記念するシン

ポジウム開催注 1）に合わせ、『「萩」再発見』と題する冊子 1）を発行した。冊子には、

調査で明らかとなった萩の川内の歴史的景観を構成するすべての景観要素を地図に

示し、その主要なものを新たに写真撮影して掲載した。一学生の研究に端を発し、

行政の文化財保護部門が、未指定の文化財の重要性を世に問うという意味において、

画期的なでき事であったと言える。

　そして、当該シンポジウムでは、道筋が残るだけでなく面的にまち全体が残って

いるという事実の発見を受け、「萩はまちじゅうが博物館である」という言葉が用い

られた注 2）。この時、今日につながる萩のまちづくりのスローガンとしての「萩まち

じゅう博物館」（以下、萩まち博）が始まったとされている。この動きは、同時進行

していた萩市立新博物館建設の動きと連動することとなる。翌 2000 年 5 月に発足

した「萩市博物館建設検討委員会」では、萩のまちにおいて、欧州に起源をもつエ

コミュージアムのように屋根のない博物館とみなしたまちづくり運動を展開させる

べく、総合博物館として建設される新博物館に、その中心施設（コア博物館）の役

割を持たせるとする構想が定まった 2)。

　こうした文化財・博物館サイドからの動きは、行政の企画部門や都市計画・景観

部門に別の問題意識を投げかけることになる。1970 年代のディスカバージャパン

ブームの頃より、それまでの萩観光を支えていたのは、「松下村塾」や「白壁の町並み」

「萩焼」といったステレオタイプ化された観光資源であり、その人気の衰えは、観光

客が最盛期から半減していることからも明らかであった。したがって、それら資源

は萩の魅力の一部に過ぎず、本来の多様なおたからを有効かつ最大限に活用し、そ

れらの保存と活用が一体となったまちづくりをおこなっていくことこそ、観光都市・

萩再生の方向性であるとする考えが生まれてきた。つまり、限られた文化財を保存

するだけでなく、広く周知されたおたからを、都市全体の景観形成の資源、根拠と
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して活用するとともに、萩市の主要産業である観光事業と結びつけることで新たな

文化資源マネジメントを展開すべきとの発想にいたるのである。

　以上のようなことが背景となり、豊かなおたからを観光の再生や地域振興といっ

たまちづくりに生かしたいとの思いと、急激な消失から護らねばならないとする文

化財保護、景観保全行政先進自治体としての問題意識が合体し、萩まち博の発想が

形を帯びてくるようになる。具体的には、2003 年 4 月に上記のような動きに関連

する庁内の全部局と商工会や観光協会等の民間組織、堀内・浜崎・藍場川・旧松本

村の地域住民代表等から構成される「まちじゅう博物館整備検討委員会」が発足し、

同年 10 月には「萩まちじゅう博物館構想」を策定、整備検討委員会を推進委員会に

名称変更し、シンポジウムを開催するなどして市民への啓発活動を展開した。
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3.2.2 萩まちじゅう博物館の取り組みの成果と課題

　本研究では、文化資源保護の総合マネジメントとしての萩まちじゅう博物館のマ

ネジメントシステムがどのような流れとサイクルになっているのかを分析し、6 年

を経た成果と課題を明らかにする。

　萩まち博では、おたから・都市遺産の概念に基づき、それらを発見／登録／保存

／保全／監視／創造／活用する、萩まち博のマネジメントシステムを立てている。

萩まち博には、将来像を描いた「基本計画」3) と 5 年間の具体的なスケジュールや

基本計画を進めていく為の手法などが書かれている「行動計画」3) があるが、基本計

画では、「支えるシステム」と「展開するシステム」の 2 つの柱に沿って計画内容の

説明がなされている（図 1）。「支えるシステム」とは、対象とするおたからそのも

のを管理する、萩まち博を展開していく上でベースとなるものであり、また「展開

するシステム」とは、「支えるシステム」で管理されるおたからをどのように活用し

てまちづくりをおこなうかをシステム化したものである。以下、支えるシステムと

展開するシステムに分けて分析する。
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（1） 支えるシステムの成果と課題

　支えるシステムには、「管理システム」と「生産システム」の 2 つがある。「管理

システム」は、絶対評価で拾い上げたおたからをデータベースに登録し、カルテに

より管理し、行政施策の基礎資料とすると共に、市民や国民、民間事業者等に公開し、

景観づくりや観光開発、生活環境整備などのまちづくりの資源として活用すること

で、結果として保存・保全・維持されるような基礎的な遺産を取り巻く環境をつくっ

ている。これらデータベースやカルテは、単に保護を目的とするものではなく、そ

の存在と価値を顕在化させることを目的としている。これは、「文化資源マネジメン

トモデル」の②記録や③監視の内容となる。6 年経過した現在、おたからのデータベー

スの管理については、システム構築や、データ入力・整理は、まだおこなわれておらず、

今後の課題として挙げられるが、萩まち博が文化財保護行政や都市計画課などの行

政と協働し、これまでの蓄積を生かし、新たな視点からこうしたおたからのデータ

ベースの作成をリードすることで、地域景観を把握する基礎資料となり、更には、

都市計画や景観法の運用の中ででも、それらの保存や保全、活用が実践されつつある。

　一方、「生産システム」は、おたからや都市遺産の発見・調査・認定・登録と、保存・

保全・監視（モニタリング）、そして新たなおたからや都市遺産の創出を目的として

いる。文化財保護法の埋蔵文化財というすぐれた価値付けと保護の手法を、空間遺

産や生活遺産に応用し、潜在するおたからに価値を見出している。これらの作業で

拾い出されるおたからの大半は、市民の生活の中でそのまま息づくものであり、ま

た、生活の中で使い続けられているからこそ、これまで残ってきたものも多い。当

然、これらを宿主から引き剥がして博物館に保存しようとするものではなく、どこ

に如何なる価値あるおたからが存在し、これをどう萩を訪れる人々に見せていくか

ということに萩まち博の目的のひとつがある。これは、「文化資源マネジメントモデ

ル」の①発見、②記録、③監視の内容となる。6 年経過した現在、サテライトとし

て稼動し始めた地区においてはおたからが発見され、調査等がおこなわれているが、

漸く第 1 号であるサテライトが稼動し始めたばかりであり、次のサテライト整備と

共に成果も挙がってくる部分であると思われる。しかし、萩市は、こうしたマネジ

メントシステムを条例や行政計画として定め、おたからの発掘と登録、保全、活用
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に取り組みつつあり、2008 年 4 月には、歴史まちづくり部が配置され、連携体制が

整った。特に修景誘導等による景観形成などはいち早く萩まち博をベースとし、行

政内で関係課が協力し、おこなっている。また、ワンコイントラスト運動に関しては、

観光客市民から集まった信託金でのおたからの保存や保全をおこなっており、現在

（2010 年 10 月 5 日）までにすでに 26,834,937 円が寄せられた。これにより、6 つ

の物件が修理や修復がおこなわれており、大きな成果と言える。

　このように、支えるシステムの 6 年間については、特に形として現れにくい、組

織づくり（ステイクホルダーの連携等）や市民の活動といった部分が大きく推進し

た部分と言える。萩の市民が萩まち博を理解し、積極的に参加してくるようになっ

たことが一番大きな成果であった。
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（2） 展開するシステムの成果と課題

　展開するシステムには、「展示・誘導システム」、「情報管理システム」、「活用シス

テム」の 3 つがある。「展示・誘導システム」では、コア／サテライト／ディスカバ

リー・トレイルによるおたからや都市遺産の展示方法や誘導方法を主に提示してい

る。これは「文化資源マネジメントモデル」の④展示・解説の内容となる。次に、「情

報管理システム」では、支えるシステムで発掘（再発見）されたおたからや都市遺

産の情報を用いて解説する方法やそれらの情報発信や公開方法について示されてい

る。これは「文化資源マネジメントモデル」の⑤広報・渉外、⑦教育の内容となる。

そして「活用システム」では、駐車場の整備や交通のアクセス管理等、おたからや

都市遺産を活用する為の環境管理について説明されている。これは「文化資源マネ

ジメントモデル」の⑤広報・渉外、⑥環境整備の内容となる。これらのこれまでの

6 年間を検証していくと、萩博物館が稼動し始めたこと、初めてのサテライトが開

館したこと、多くのインタープリタが育ち、市内各地で活躍していること、ホームペー

ジなどが整備されたことの 4 点について大きく進展している 。

　1 点目は、萩まち博を主体的に運営していく団体である NPO 萩まちじゅう博物館

（以下、NPO 萩まち博）の会員数、事業内容等が拡大し、開館 1 年目を過ぎた頃か

ら、萩博物館が稼動し始めたことである。当初、市長部局からの出先の形で萩まち

じゅう博物館推進課（以下、まち博推進課）注 3）が先導し、学芸員と NPO 萩まち博

との協働によって萩まち博が始まった。未だ協働による運営を行っていることに変

わりはないが、NPO 萩まち博の会員数や事業内容の拡大といった成果は、運営が徐々

に市民の手へと移りつつあると言える。当初、NPO 萩まち博が行っていた仕事内容

は、ミュージアムショップ、地産地消の食材を売りにしたレストラン、学芸員補佐

が主であったが、今では、NPO 萩まち博の会員の仕事内容が大幅に増加した為、整

理され、班がつくられている。受付班、ショップ班、レストラン班、守衛・清掃班、

ガイド班、花と緑の推進班、イベント企画班、民話語り部班、まち博おたから情報

班、まち博情報発信班、研修班、外国語班、学芸サポート班と多様な活動内容となっ

ており、特に近年、学芸サポート班の活動が活発であることから、更に細かい、古

写真班、レコード班、あい班、民具班、海洋班、陸上生物班、天文班、歴史班に分
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けて活動を行っている。これらの特徴は、1 人が 1 つの班のみに所属するのではなく、

個人の興味や得意分野を生かし、重複しながら活動が行うことが出来ることである。

こうした会員の活動が萩まち博を支え、コア博物館である萩博物館が稼動し始めた。

　2 点目は、萩まち博の初のサテライトが「浜崎サテライト」として開館したこと

である。萩まち博の取り組みが始まる以前から、既に存在していた市民のまちづく

り団体の参画方法が当初からの大きな課題であった。コア博物館の立ち上げが落ち

着いた 2 年目を過ぎた 2006 年から、初のサテライト整備が検討されるようになり、

漸く 5 年目の 2009 年 4 月、浜崎地区のまちづくり団体である浜崎しっちょる会が

運営主体となり、萩まち博最初の正式なサテライトが誕生した。既存のまちづくり

団体は、萩まち博が始まる以前から活動をボランティアという形で自発的に行って

いたこともあり、後発の萩まち博が自分たちの活動にどのような有利、不利をもた

らすのか、最初は多くの疑問や不安の声が挙がったが、現在はコアとサテライトと

の関係性ができ、稼動し始めている。

　3 点目は、多くのインタープリタが育ち、市内各地で活躍していることである。萩

まち博には、「ボランティアガイド」と「まちかど遺産解説員」と呼ばれるインター

プリタがいる。年に一度実施される「萩ものしり博士検定」という検定には修士と

博士があり、修士合格者のみ受験資格が得られる博士の合格者を萩まち博では「ま

ちかど遺産解説員」と呼び、区別している。「まちかど遺産解説員」には、合格後活

躍する場を萩まち博が提供するという、インタープリタ育成の仕組みを持つことで、

数多くの市民が自信と知識をつけ、市内各地で活躍し始めた。これは日本各地でブー

ムになっているご当地検定とは一線を画し、合格した後の活躍の場がきちんと用意

され、単なる名誉授与に終わらせない仕組みが設けられていることが特徴として挙

げられる。2005 年から始まったこの検定では、2009 年までに修士 506 名が合格し、

市内各地でインタープリタとして活躍しているほか、さらには博士 86 名が合格し、

まちかど遺産解説員として、調査指導や講師等、後進の育成に携わっており、この

数字が一定の成功を証拠づけていると言える。

　4 点目は、萩まち博と萩博物館専用のホームページがそれぞれ開設され、インター

ネット上で関係機関とリンクできるよう整備されたことである。ホームページが開

設されたことで、萩まち博の説明からサテライト紹介のページ、サテライトへ誘導
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する方法の提示、サテライトが日々更新しているブログとのリンクなどが行われる

ようになった。地元のまちづくり団体の年齢層は退職後の高齢者の為、萩まち博の

ホームページが開設されるまでは、インターネットを通じた情報発信はほとんどさ

れていなかった。萩まち博のホームページが出来たことで、まちづくり団体側は不

得意な部分を任せられるという利点ができた一方、閲覧する側も 1 つの窓口からよ

り多くの情報を収集することが可能になったという利点があり、以前よりも発信・

受信される情報量が増えている。これは萩まち博を、まずは行政主導で進め、いず

れ市民へ移行するという方法をとっていたことが功を奏し、行政が進め易いホーム

ページ等の分野が進んだと考えられる。

　このように、萩まち博は行政主導で NPO 萩まち博と学芸員と共に協動で開始した

が、行政や学芸員がまちづくりの中で行うことが出来る仕事の範囲は限られており、

NPO 萩まち博は当初から、それを見込んで、博物館内のミュージアムショップやレ

ストランなどの、行政や学芸員が行うことが難しい分野の仕事を行ってきた。それ

らの実績から、市民自身が興味や得意分野をまちづくりの中で生かす楽しみを知っ

たことで、現在様々な分野の班が立ち上がり、活躍している。こういった萩まち博

の取り組みに共感する市民の輪を拡げ、核となるコア博物館（萩博物館）を稼動させ、

理論上ではなく、実践していく中で、萩まち博という考え方を市民の中に定着させ、

次のステップとして、浜崎でまちづくり団体（浜崎しっちょる会）の参画を行い、

始めてのサテライトの立ち上げが行われた。浜崎地区で、地元のまちづくり団体が

主体となりサテライトが稼動し始めたことは、萩まち博が、市民主体で展開できる

まちづくりの仕組みを備えているということを証明しており、大きな成果と言える。
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3.3 小結

　本研究でいう文化資源マネジメントの目指すものは、文化資源の保護であり、そ

れは、住民の手で文化資源や文化遺産を拾い上げ、可能な限り住民や民間、行政を

含む社会全体で達成されなければならない。その目的を実現する手段として、文化

資源の①発見、②記録、③監視、④展示・解説、⑤広報・渉外、⑥環境整備、⑦教

育する流れとそのサイクルを形成する「文化資源マネジメントモデル」が考えられ

ると提示してきた。本章では、そのように提示した目的を実現するための手段が実際、

萩まち博で、どのように展開され、6 年経過した現在、どのような成果や課題が出

ているのかをみていくことで、文化資源保護の総合マネジメントとしての文化資源

マネジメントの可能性を検証した。

　萩市は特に、萩まち博のマネジメントシステムをまちづくりの中心に置き、行政

も積極的な点は、萩市特有の条件であるといえる。支えるシステムの成果は、そういっ

た行政の関わりによって推進している部分が多いのも否めない。しかし、地域の中

で文化資源を保護するといった際に、「文化資源マネジメントモデル」は、萩まち博

が支えるシステムと、展開するシステム内で全てを網羅しており、そのマネジメン

トシステムで一定の成果を挙げていることや、住民自らが発見するからこそ、発見

した文化資源に愛着が湧き、自ずと監視役になったり、解説したいと思うようにな

るなど、このサイクルをどこかで切ることはできず、全てが繋がっており、どれも

抜け落ちることのできない、重要な流れであることが明らかとなったといえる。

　そして、萩まち博では、支えるシステムで文化資源を発見し、管理していき、展

開するシステムでそれらを活用していくというしくみとなっていたが、第 2 章で示

したようなエリア悉皆（しっかい）型抽出法で悉皆的に文化資源を拾い上げ終わっ

た後は、ストーリー志向型抽出法での文化資源の抽出、もしくは、日々の活動の中

から文化資源は発見されるものであり、実際、すでにエリア悉皆型抽出法で文化資

源を抽出し終えている萩市では、現在、サテライトという現場で、文化資源が発見

されている。こうした状況を踏まえると、当初は、文化資源を発見する、それを管

理する、そしてそれを活用していくという、支えるシステムという基盤ができてか

らの展開するシステムという流れが想定されていたが、実際は、展開するシステム
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の中に位置づけられているサテライトの中からも文化資源が発見されたり、6 年を経

た状況下で支えるシステムよりも展開するシステムが稼動している状況というのは、

どちらが先などではなく、互いに関連し合っているのだということがわかる。

　また、萩市が萩まち博をまちづくりの中核に置き、住民が文化資源を発見し、そ

れをカルテで管理したり、掃除や手入れなどの日常的な管理をしたり、観光客へ解

説したりとするのに合わせた看板の取り付けや、道路の整備、バスの運行、ホーム

ページの開設、PR 等をおこなうことで、より住民が活躍できる場を提供する形となっ

ていた。それは、萩まち博マネジメントシステムの中で、行政の仕事、住民の活動、

民間の役割などが全て盛り込まれたものであるからこそ、そのような実現が可能な

のだといえる。言い換えれば、文化資源の保護の総合マネジメントということであり、

本研究で述べている「文化資源マネジメントシステム」のような総合マネジメント

の必要性を裏付けるものとなるであろう。

　そして最後に、文化資源マネジメントを展開する上での 2 つの条件について述べ

たい。もちろん、条件 1) 文化遺産が 1 つ以上あり、それを証拠付ける文化資源が

不足なく存在すること、というのは展開する上で絶対条件である。一方、条件 2) 文

化資源を継承していきたいという意思がある地域であることという条件については、

実際にそうした意思は条件として成り立つか、萩まち博の事例を検証した。萩まち

博の NPO の活動であったり、サテライトでの活動をみてもわかるように、住民が伝

えていきたいという意思があるからこそ、お金だけではない、地域の思いで文化資

源が継承されており、文化資源マネジメントを展開していく上で必要な条件である

ことがわかった。
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注釈

注 1) 萩市主催、伝統的建造物群保存啓発シンポジウム『21 世紀に伝える歴史のまちなみ・萩再
発見』1999.10.22

注 2) 2006 年 8 月 25 日、10 月 14・22・28 日、11 月 23 日、12 月 11 日、2007 年 4 月 21 日、
5 月 11・12 日、6 月 8 日、7 月 9 日、10 月 10・11 日、2008 年 3 月 5・21 日、10 月 7・15
日に、萩市内の行政部局である歴史まちづくり部 まちなみ対策課（大槻洋二氏、伊藤歩美氏、
他）、まち博推進課（柳井和彦氏、大藤理恵子氏、山本明日美氏）、萩博物館学芸員（清水満幸
氏）、NPO まち博（久保田拓造氏、他）、浜崎しっちょる会会員（梶原衛、小茅稔氏、他）への
ヒアリングを行った。

注 3) 旧萩まちじゅう博物館推進課。萩市は 2003 年度より、文化財保護部門を建設・都市計画
部門と統合する一方で企画部局に「旧萩まちじゅう博物館推進課」を設た。2008 年 4 月には、
歴史まちづくり新法の施行を契機とし、歴史的風致を生かしたまちづくりを一層推進するため、
文化財保護課、まちなみ対策課、都市計画課、世界遺産推進課、萩まちじゅう博物館推進課を
統合した「歴史まちづくり部」を新設した。


